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刑 企 第 2 1 号

令 和 ７ 年 ５ 月 3 0 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県指定自動車教習所の指定等に関する規程の一部を改正する規程の制定に

ついて

この度、青森県指定自動車教習所の指定等に関する規程の一部を改正する規程が別

紙のとおり制定された。

制定の理由及び内容については下記のとおりであるから、所属職員に周知徹底し、

事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 制定の理由及び内容

令和４年６月17日に公布された刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67

号）により、懲役刑と禁錮刑の両刑を一元化した「拘禁刑」が創設され、本年６月

１日から施行されることに伴い、現行の規程における「禁錮」の表記を「拘禁刑」

に変更されるもの。

２ 施行期日

令和７年６月１日

担当：刑 事部 刑 事企 画課



青森県公安委員会規程第５号

青森県指定自動車教習所の指定等に関する規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

令和７年５月３０日

青森県公安委員会委員長 横 町 俊 明

青森県指定自動車教習所の指定等に関する規程の一部を改正する規程

青森県指定自動車教習所の指定等に関する規程（昭和６０年２月青森県公安委員会

規程第１号）の一部を次のように改正する。

別紙の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

附 則

この規程は、令和７年６月１日から施行する。



別紙

青森県指定自動車教習所の指定等に関する規程（昭和60年２月青森県公安委員会規程第１号）

改正後 改正前

様式第19号（第９条関係） 様式第19号（第９条関係）



様式第20号（第９条関係） 様式第20号（第９条関係）


